
R4.5.23.現在 クーポン券事務局作成

番号 分類 質 問 回 答

1 概要
クーポン券配布事業の具体的な内容を教えて
ください。

県民割の適用を受ける県内旅行者に対し、宿泊施設が県内の店舗で使用可
能なクーポン券を配布します。

【参考】県民割（県民向けの旅行・宿泊代金割引）
　対象府県居住者に販売する旅行・宿泊代金の1/2を基本に、旅行・宿泊代
金の区分に応じた定額を県が支援するものです。
支援額の上限は１人5,000円です。日帰り旅行も対象となります。

2 概要
クーポン券の配布期間はいつからいつまでで
すか。

対象宿泊施設に令和3年10月22日からキャンペーン期間中（令和4年(2022
年)6月30日(木)まで）の宿泊を予約された方に宿泊日順でお渡しします。
※十分な予算を確保しておりますが、万が一、予算がなくなった場合はご容
赦願います

3 概要 クーポン券をお渡しする枚数の基準は。

オプションを含めた当該旅行に係る代金の総額を算出し、それを参加人数で
割ることにより１人あたりの旅行・宿泊代金を算出します。
ただし、旅行会社からの予約の場合は、お客様がお持ちになる「申請内容確
認書　兼　支援金給付同意書」内に配布するクーポン枚数の記載があります
のでご確認ください。

4 概要 クーポン券の有効期限はありますか。 チェックイン日を含めて3日間となります。（連泊の場合も同様）

5 概要 配布する順番はありますか。 各宿泊施設ごとの宿泊日順にお渡しします。※予約順ではありません。

6 概要
各宿泊施設ごとに配布されるクーポン券の枚
数は何を基準に決定しますか。

各宿泊施設ごとの予約状況や施設規模に応じてクーポン券事務局にて配布
枚数を決定します。

7 概要 クーポン券はいつ配布したらいいですか。 フロントでのチェックイン時にお渡しください。

8 概要
クーポン券を発券する際に宿泊施設が準備す
ることはありますか。

クーポン券の券面に「有効期限」（チェックイン日を含めて3日後）、「宿泊施設
名」を記入又は押印の上お渡しください。

9 対象 クーポン券は誰に配布したらいいですか。
兵庫県・滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川
県在住の宿泊者に配布してください。

10 対象 日帰り旅行もクーポン券は配布されますか。 配布の対象となりません。

11 対象 対象府県外在住の方は配布対象ですか。 配布対象外です。

12 対象
キャンペーン対象府県内在住のお客様と対象
府県外在住のお客様が同一グループで宿泊
された場合、どのような対応になりますか。

キャンペーン対象府県内在住の方のみ対象となり、対象府県外在住の方は
対象外となります。

13 対象
代表者が兵庫県内在住であれば全員が配布
対象ですか。

兵庫県内在住の方のみ対象となり、兵庫県外在住の方は対象外となります。

14 対象
県外から帰省する子どもと一緒に宿泊する場
合は配布対象ですか。

帰省するお子さまが対象府県民でなければ対象になりません。対象となるの
は兵庫県・滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香
川県民のみです。

県民向けの旅行・宿泊代金割引・クーポン券配布事業
Q＆A（クーポン券・宿泊施設・旅行会社用）



15 対象 合宿免許取得の方は配布対象ですか。 資格取得や受講を目的とするものは対象外となる為配布できません。

16 対象 修学旅行は配布対象ですか。

対象府県内に所在する学校の校外活動(修学旅行、遠足、社会見学、移動
教室、体験活動等)であれば、参加する児童・生徒等の居住地に関わらず配
布対象となります。ただしクーポン券の券面に利用する各人の署名が必要に
なります。

17 対象
企業等の懇親旅行、研修旅行は配布対象で
すか。

宿泊する社員が対象府県内在住の方であれば配布対象になります。

18 対象 子ども料金も配布対象ですか。 はい。対象金額であればお渡しください。

19
利用
方法

クーポン券の利用可能店舗の一覧はホーム
ページなどで公表されますか。

はい。本事業の公式ホームページを通じて公表しています。

20
利用
方法

お客様ご署名欄には代表者の名前を記入し
てもらっていいですか。

不正利用防止のため、クーポン券の署名欄には宿泊される方それぞれのお
名前のご記入をお願いいたします。
※小さなお子様など文字の記入が難しい場合は代筆をお願いいたします。

21
その
他

クーポン券の追加配布はありますか。
予約状況・発券枚数を鑑みて追加配布を行う予定です。
ただし、発券報告の無い宿泊施設については追加配布を行いませんので、
必ず管理システムへの日々の発券報告を頂きますようお願いします。

22
その
他

日々の流れはどうなりますか。 日々の発券枚数を集計し、WEB管理システムへの報告をお願いします。

23
その
他

配布終了の場合はどうしたらいいですか。
各宿泊施設ごとにクーポン券終了時はクーポン券事務局まで必ずご報告を
お願いいたします。
事務局にて各宿泊施設のHPへの「クーポン券終了」の掲示を行います。

24
その
他

感染状況によりキャンペーン開始後に一時停
止になることはありますか。

県内の感染状況によってはクーポン配布を停止する場合があります。予めご
了承願います。

25
その
他

感染状況によりキャンペーン期間が短縮され
た場合はどうなりますか。

県内の感染状況によってはクーポン配布を停止する場合があります。予めご
了承願います。

①感染状況の指標 ②病床使⽤率の指標

新規
予約停止

直近１週間の新規患者数が
１週間連続で上昇傾向と
なったとき

病床使⽤率及び重症病
床使⽤率が１週間連続
で上昇傾向となったと
き

全面停止
新規患者数が人口10万人対
25人以上となったとき

病床使⽤率及び重症病
床使⽤率が50％を超え
たとき


